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す
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、
別
紙
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弁
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を
送
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る
。



衆
議
院
議
員
大
谷
啓
君
提
出
株
式
会
社
立
の
通
信
制
高
等
学
校
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
及
び
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

学
校
設
置
会
社
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
置
し
た
通
信
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
う
ち
、

特
区
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
（
以
下
「
特
区
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
外
の
場
所
に
お
い
て
試
験

を
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
文
部
科
学
省
の
調
査
に
よ
り
把
握
し
て
い
る
。
学
校
設
置
会
社
が
設
置
す
る
高
等
学

校
の
通
信
制
の
課
程
で
行
う
試
験
を
生
徒
が
特
区
外
の
場
所
に
お
い
て
受
け
た
場
合
に
、
教
育
は
特
区
に
設
置
す
る
学
校
に

お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
特
区
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
直
ち
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
か
ど
う
か
は
、

試
験
の
方
法
等
に
照
ら
し
て
個
別
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

�
の
（
�
）
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
記
事
は
、
不
正
確
な
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
正
確
な
判
断
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
�
及
び
�
の
（
�
）
に

つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
試
験
の
方
法
等
に
照
ら
し
て
個
別
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
高
等
学
校

学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
四
号
）
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
位
置
づ
け
」
は
行
っ
て
い

一



な
い
。
な
お
、
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
高
等

学
校
の
通
信
制
の
課
程
で
行
な
う
教
育
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
試
験
を
位
置
付
け
て
い
る
。

�
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

学
校
設
置
会
社
が
設
置
す
る
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
で
行
う
添
削
指
導
は
、
試
験
と
同
様
に
、
特
区
に
設
置
す
る
学

校
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
を
生
徒
が
特
区
外
の
場
所
に
お
い
て
受
け
た
場
合
に
、
特
区
法
に
直
ち
に

違
反
す
る
か
ど
う
か
は
、
添
削
指
導
の
方
法
等
に
照
ら
し
て
個
別
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

�
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

学
校
法
人
が
設
置
す
る
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
に
お
い
て
、
生
徒
が
当
該
高
等
学
校
以
外
の
場
所
に
お
い
て
試
験
を

受
け
る
こ
と
自
体
は
法
令
上
直
ち
に
禁
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
試
験
は
、
教
科
等
知
識
の
習
得
状
況
を
始
め
と

し
た
学
力
定
着
度
等
を
測
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
施
は
、
当
該
高
等
学
校
の
職
員
で
あ
る
教
諭
等
の
監

督
の
下
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
学
校
設
置
会
社
が
設
置
す
る
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
で
行
う
試

験
に
つ
い
て
は
、
�
及
び
�
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
地
域
を
限
っ
て
規
制
の
特
例
措

置
を
適
用
す
る
特
区
法
の
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

二



�
に
つ
い
て

「
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
規
制
の
特
例
措
置
の
あ
り
方
に
係
る
評
価
・
調
査
委
員
会
の
評
価
意
見
に

関
す
る
今
後
の
政
府
の
対
応
方
針
」
（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
構
造
改
革
特
別
区
域
推
進
本
部
決
定
）
に
お
い
て
、

「
現
に
学
ん
で
い
る
児
童
・
生
徒
・
学
生
や
保
護
者
の
利
益
及
び
安
定
的
な
株
立
学
校
の
運
営
の
継
続
に
十
分
配
慮
す
る
と

と
も
に
、
各
株
立
学
校
が
掲
げ
る
教
育
の
目
的
・
内
容
に
も
十
分
留
意
し
つ
つ
、
画
一
的
に
新
た
な
基
準
を
課
す
な
ど
過
度

の
規
制
強
化
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
、
内
閣
府
は
、
学
校
設
置
会
社
が
設
置
す
る
高
等

学
校
の
通
信
制
の
課
程
で
行
わ
れ
る
「
面
接
指
導
等
（
面
接
指
導
、
添
削
指
導
、
試
験
）
が
特
区
区
域
内
で
行
わ
れ
る
よ
う
、

あ
ら
た
め
て
認
定
団
体
に
対
し
て
周
知
・
指
導
す
る
。
」
、
文
部
科
学
省
は
、
「
適
切
な
教
育
活
動
が
実
現
す
る
よ
う
、
認

定
団
体
に
対
し
て
周
知
・
指
導
す
る
。
」
等
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
面
接
指
導
等
の

方
法
等
に
照
ら
し
て
問
題
が
あ
る
場
合
は
、
今
後
、
特
区
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、

特
区
法
に
基
づ
く
学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
の
適
切
な
運
用
に
努
め
る
よ
う
指
導
等
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て

い
る
。

三


